
售奏第４ ０倚

控訴の提起について

次の とお り控訴を 提起 した いの で、 地方 自治七（ ＨＮ口２ ２年七律第６ ７倚）

第９ ６条第１ 項第 １２ 倚の規定によ り、 議会の議決を求め る。

令和 ４年 ４万 ２８ 日提出

１ 售事者

控訴人

披控浜入

２　 事件名

３　 控訴の趣回

南あわじ市

南あ わじ 市長　 守　 本　 憲　 リム

損害賠償等請求事件の判決に対する 控訴請求事件

（１）原 生｜』決 中、 控翫入Ｗ訴部黛を 旬、ち翕す。

（２）被控獸入ら の請求を棄却する。

（３）訴訟費 万］ は、 第１ 審攷び第 ２審 とも 披控浜入 らの負社！と する。

４　 訴訟の方針

（１）南あわ じ市長の訴懾代Ｊミ人をも って控訴する。


